
（別表１） 狩猟鳥獣の種類

狩 猟 の で き る 期 間

狩 猟 鳥 獣 の 種 類

北 海 道 以 外 北 海 道

ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒ 11月15日から

ドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、 翌年２月15日 10月１日から

キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、、エゾライチ まで 翌年１月31日

ョウ、ウズラ、コジュケイ、ヤマドリ（コシジロヤマ （放鳥獣猟区 まで

ドリを除く）、キジ、コウライキジ、バン、ヤマシギ においては、 （放鳥獣猟区

（アマミヤマシギを除く）、タシギ、キジバト、ヒヨ 11月15日から においては、

ドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマ 翌年３月15日 10月１日から

ガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ノウサ まで「高松放 翌年２月末日

ギ、タイワンリス、シマリス、ヒグマ、クマ（兵庫県 鳥獣猟区（秋 まで）

では禁止）、アライグマ、ミンク、ハクビシン、イノ 田県）は毎年

シシ（イノブタを含む）、ヌートリア、ノイヌ、ノネ 10月15日から

コ、タヌキ、キツネ、テン（ツシマテンを除く）、オ 翌年２月15日

スイタチ、アナグマ、シカ まで」)

メスジカ狩猟が可能な区域は下記のとおり限定されています。

姫路市、相生市、豊岡市、龍野市、赤穂市、西脇市、川西市、小野市、三田市、加

西市、篠山市、猪名川町、社町、滝野町、東条町、中町、加美町、八千代町、黒田

庄町、夢前町、神崎町、市川町、福崎町、香寺町、大河内町、新宮町、揖保川町、

御津町、太子町、上郡町、佐用町、上月町、南光町、三日月町、山崎町、安富町、

宍粟郡一宮町、波賀町、千種町、城崎町、竹野町、香住町、日高町、出石町、但東

町、村岡町、浜坂町、美方町、温泉町、八鹿町、養父町、大屋町、関宮町、生野

町、和田山町、山東町、朝来町、柏原町、氷上町、青垣町、春日町、山南町、市島

町


